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（参考資料１） 

 

〇エネルギーの使用の合理化等に関する法律（トップランナー制度抜粋） 

 

第六章 機械器具等に係る措置 

第一節 機械器具に係る措置 

 

(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力) 

第七十七条 エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費す

る機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品と

して又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当

該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼ

すものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行

う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の

定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等に

つき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し

消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)

又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギ

ー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図るこ

とにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資する

よう努めなければならない。 

２ 電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加

することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同

じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意し

て、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の

平準化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る

電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。 

 

(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項) 

第七十八条 エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向

上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)

その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネ

ルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向

上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギ

ー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用

に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器で
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あつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとし

て政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業

大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土

交通大臣。以下この章及び第八十七条第十項において同じ。)は、特定エネル

ギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」とい

う。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下

「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造

事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機

器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消

費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通し

その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要

な改定をするものとする。 

 

(性能の向上に関する勧告及び命令) 

第七十九条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてそ

の製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令

で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機

器等につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエ

ネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該

エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又

は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上

を図るべき旨の勧告をすることができる。 

２ 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造

事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができ

る。 

３ 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製

造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合

において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化

を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴い

て、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置を

とるべきことを命ずることができる。 

 

(表示) 

第八十条 経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法

(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号に規定する家庭用品である
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ものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー

消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。 

一 次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれ

イ又はロに定める事項 

イ 特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器

のエネルギー消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省

令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)

に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項 

ロ 特定関係機器 寄与率(特定関係機器のエネルギー消費関係性能として経

済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通

省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネル

ギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項 

二 表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギ

ー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項 

 

(表示に関する勧告及び命令) 

第八十一条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等が特定エネ

ルギー消費機器等について前条の規定により告示されたところに従つてエネ

ルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該

エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エ

ネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費

効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。 

２ 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造

事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができ

る。 

３ 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製

造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合

において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化

を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴い

て、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置を

とるべきことを命ずることができる。 
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（参考資料２） 

 

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令（電子計算機抜粋） 

 

 

(特定エネルギー消費機器) 

第十五条 法第七十八条第一項の政令で定めるエネルギー消費機器は、次のと

おりとする。 

六 電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置が

いずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。) 

 

(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産

量又は輸入量の要件) 

第十六条 法第七十九条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入

量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定エネルギ

ー消費機器等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であるこ

ととする。 

六 電子計算機 二百台 
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（参考資料３） 

 

○エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則（電子計算機抜粋） 

 

(特定エネルギー消費機器の適用除外) 

第四十八条 

５ 令第十五条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるもの

とする。 

一 複合理論性能(別表第四の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に

掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき二十万メガ演算以上のもの 

二 二百五十六を超えるプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行

することができるもの 

三 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき百メガビット以上

のものに限る。)が五百十二本以上のもの 

四 複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの 

五 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使

用されるものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの 

 

(エネルギー消費効率) 

第四十九条 法第八十条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネル

ギー消費効率は、別表第五の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について

同表の下欄に掲げる数値とする。 

別表第五(第四十九条関係) 

四 電子計算機 経済産業大臣が定める方法により測

定した消費電力をワットで表した数

値を、複合理論性能をギガ演算で表

した数値で除して得られる数値 

 


